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市では、男女共同参画社会の実現を目指して、「東大和市男女共同参画推進計画」を策定し、総合

的な取組を行っています。 

第二次東大和市男女共同参画推進計画（改訂版）が令和２年度に終了するため、社会情勢の変化や

今日の男女共同参画に関する課題に対応するため、新たな計画の策定作業を進めています。 

この度、「第三次東大和市男女共同参画推進計画」（案）をとりまとめましたので、お知らせすると

ともに、皆様から広くご意見をいただくため、次の方法でパブリックコメントを実施します。 

 

１ 目的  

市では、平成１７年に「東大和市男女平等を基本とした男女共同参画の推進に関する条例」を制定

し、市、市民及び事業者の責務を明示するなど、男女共同参画社会の実現を目指して各施策の推進に

取り組んできました。 

近年における社会的背景が変化していく中で、令和２年度に計画期間が終了する「第二次東大和市

男女共同参画推進計画（改訂版）」の成果と課題を踏まえるとともに、「女性の職業生活における活躍

の推進に関する法律」に求められる取組の推進や新たな課題に対応していくため、男女共同参画社会

の実現に関する施策を総合的かつ計画的に推進する必要があります。 

 そのため、男女共同参画社会基本法の基本理念とともに、「東大和市男女平等を基本とした男女共

同参画の推進に関する条例」の第３条に掲げた基本理念も視野に入れ、「ともに個性と能力を発揮で

きる社会の実現」、「互いの人権を尊重できる環境づくり」、「男女共同参画社会実現に向けた推進体制

の整備・充実」を目標とする「第三次東大和市男女共同参画推進計画」を策定します。 

２ 内容 

 第三次東大和市男女共同参画推進計画（案） 

  

３ 基本的な考え方 

（１）男女共同参画社会の実現に向けて、市が行う施策の基本的方向を明らかにしたものです。 

（２）「男女共同参画社会基本法」第１４条第３項及び「東大和市男女平等を基本とした男女共同参

画の推進に関する条例」第８条に基づき、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画

的に推進するための個別計画です。 

（３）国の「第４次男女共同参画基本計画」、東京都の「東京都男女平等参画推進総合計画」や「東 

   大和市総合計画『第二次基本構想（改訂）及び第四次基本計画』」を踏まえるとともに、国の 

「第５次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方（素案）」、市の「第三次基本構 

想」や関連する市の諸計画との整合を図りながら策定します。 

（４）「目標１ ともに個性と能力を発揮できる社会の実現」は、「女性の職業生活における活躍の推 

進に関する法律」第６条第２項に基づく市町村推進計画として位置付けます。 

（５）「目標２ 互いの人権を尊重できる環境づくり」は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保 

「第三次東大和市男女共同参画推進計画」（案）に対する

パブリックコメントを実施します 

 



    護等に関する法律」第２条の３第３項に基づく市町村基本計画として位置付けます。 

（６）東大和市男女共同参画推進審議会からの答申や、令和元年１２月に実施した「東大和市男女共 

同参画推進に向けた市民意識調査」の結果、パブリックコメント等の実施結果を踏まえて策定 

します。 

 

４ 意見を提出できる方 

（１）市内在住の個人 

（２）市内に事業所等を有する個人 

（３）市内に事業所等を有する法人等 

（４）市内在勤の個人 

（５）市内在学の個人 

（６）本計画に利害関係があると認められる個人 

（７）本計画に利害関係があると認められる法人等 

 

５ 意見の提出期間 

令和２年１２月４日（金）から令和３年１月４日（月）まで（必着） 

※期間終了後に提出されたご意見については、パブリックコメントとしてのご意見としてお受けでき 

 ませんので、あらかじめご了承ください。 

 

６ 資料の閲覧方法 

 （１）東大和市公式ホームページ 

 （２）文書閲覧 市民部 地域振興課（東大和市役所３階６番窓口） 

         市内公民館・市民センター 

 

７ 意見の提出先、方法及び提出様式等 

（１）提出先 

市民部 地域振興課 

（２）提出方法 

     次のいずれかの方法により、提出してください。 

・書面の持参（土・日曜日及び１２月２９日（火）から令和３年１月３日（日）までを除く、

平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

・郵送 〒２０７-８５８５ 東大和市中央３－９３０ 東大和市 市民部 地域振興課宛て 

・ＦＡＸ ０４２－５６３－５９３１ 

・電子メール chiikisinko@city.higashiyamato.lg.jp  

 （３）提出様式等 

様式は自由です。別紙に意見書の参考様式を用意しておりますので、適宜ご利用ください。 

なお、提出の際には次に掲げる事項を明記してください。 

ア 市内在住の個人 住所及び氏名 

イ 市内に事業所等を有する個人 事業所等の名称、所在地及び氏名 

ウ 市内に事業所等を有する法人等 事業所等の名称、所在地、団体名及び代表者氏名 

エ 市内在勤の個人 勤務する事業所等の名称、所在地及び氏名 

オ 市内在学の個人 在学する学校の名称、所在地及び氏名 



カ 本計画に利害関係があると認められる個人 利害関係を有することが明らかにできる事 

項、住所及び氏名 

キ 本計画に利害関係があると認められる法人等 利害関係を有することが明らかにできる 

事項、所在地、団体名及び代表者氏名 

 

８ 提出された意見等を公表する時期 

  寄せられたご意見の概要やご意見に対する市の考え方等は、令和３年１月末までに東大和市公式ホ

ームページで公表する予定です。なお、公表に当たっては、住所、氏名等の個人情報を除きます。 

 

９ 注意事項 

電話及び窓口での口頭によるご意見はお受けできません。また、ご意見をいただいた方への個別の 

回答は行いませんので、あらかじめご承知おきください。 


